
 忍川協議会だより vol.➋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑応答（Ｑ＆Ａ）※会議での発言をとりまとめたもの 

Q：側溝の集水桝のところに泥などが溜まり、そこから草木が
発芽し繁茂している場所がある。内水排除の支障となるた
め「内水氾濫を防ぐために市民ができること」などとして
清掃を呼び掛けるなど、市が啓発に力を入れてもらえると
良いと思う。 

Ａ：【市】「流域治水」を考える上で、ハ

ード整備だけでなく清掃などの身近な

活動も大切な要素となります。市ホー

ムページ等への掲載も含め、周知を検

討してまいります。 

Q：緑町の地区内を流れる水路は、少し
強めの夕立が降っただけでも氾濫し
てしまう。忍川の整備も重要だが、
まずはそちらを改善するための方策
を採ってもらいたい。 

Ａ：【市】１時間 55ミリの降雨に対応する計画となっていま

す。雨水は下水管を通じて緑町まで流下し、そこで一定

量が溜まると忍川へ強制排水する仕組となっています。

放流時間をあらかじめ定めるものではなく、水位の状況

に応じた排水となります。 

Ａ：【市】令和２年度に緑町ポンプ場を１台増設し、合計３台の

ポンプで毎分９トンを排水できるよう増強したところです。

現状の水路で、さらにどのような対策ができるかについて

は、埼玉県による忍川改修の整備効果を見極めながら、検討

させていただきます。 

Q：令和元年東日本台風の際は、荒川が危険水
位に達したことで武蔵水路への内水排除が
できなくなり、内水氾濫が起こった。行田
で内水排除を止めなくて済むよう、荒川の
堤防を嵩上げするなどの対策を、県から国
へ訴えてもらうことはできないか？ 

Q：下忍調節池は、霞堤※

のような形になるの
か？ 

Ａ：【県】霞堤※の形状ではなく、楕円形を半分に切ったような形の池を作り、

その外周は全て堤防で覆われる形状となります。洪水時には、一時的に水

を溜める状態となるものです。 

 

Q：合流式下水道は、何ミリの降雨に対応で
きるよう計画されているのか？また、大
量の排水を一度に放流するような開発行
為の際は、あらかじめ放流の時間を定め
るはずだが、校庭貯留の場合はどうか？ 
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○「忍川協議会だより」は、不定期で関

係自治会へ回覧します（次号の発行時

期は未定です）。 

○バックナンバーは、行田市ホームペー

ジへ掲載しています。 

○質問等がありましたら、右記までお気

軽にお問い合わせください。 

Ａ：【県】河川整備においては、上流で発生した水（雨水

など）を下流で負担させるという考え方はできませ

ん。嵩上げした周辺や上流部は助かったとしても、よ

り下流側の、堤防の低い箇所から水が溢れてしまうた

め、堤防を嵩上げする際は、計画通りの高さで一律に

作っていくことになります。 
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※堤防に開口部を設け、上流側・下流側の堤防が二重になるようにした不連続な堤防のこと。堤防が折り重なり、霞

がたなびくように見える様子からこう呼ばれ、急流河川において合理的な機能と言われる。 

●マイ・タイムライン※について
※災害時の避難行動を地域や家庭で事前に決めておき、災害発生時の円滑な避難行動を促すためのツール

 

作り方や記入シートを掲載した「行田市防災ガイドブック」を本年３月に作成し、自治会を通じて５月

に全戸配布を行うとともに、各自治会や自主防災組織、民生・児童委員向けの出前講座等を通じてその重

要性を説明しながら、作成支援を行っています。 

今後も引き続き、出前講座や市ホームページ、公式 SNS などの各種媒体を通じて、周知啓発や作成支援

に努めてまいります。 

●土地利用の見直しについて 

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高いエリアを都市計画法第 34条第 11号及び

第 12 号で定める条例区域から除外し、本年 4月 1日から施行しています。 

～編集後記～ 

今回の会議では、前回紹介した本市の「４つの取組」のうち、一部の報告を省略させていただ

きました。本紙面を借りて、改めて下記のとおり報告いたします。 



 忍川協議会だより vol.➋ 

 

  ぎょうだ 

～令和４年度行田市忍川浸水対策連絡協議会を開催しました～ 

忍川浸水対策連絡協議会だより 

第２号 

（令和４年１０月２８日発行） 

●協議会資料（抜粋※一部加工） 

各主体による取組について会議資料の一部を掲載し次頁から紹介 

します（資料の全編は、右のＱＲコードから御覧いただけます）。 

 

回 覧 

 

協議会 Web 

ペ ー ジ は 

こ ち ら ☞  

浸水対策事業の概要（再掲）

※R3.3.30
国・県の
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去る８月 18日（木）、VIVA ぎょうだにおいて、昨年４月の設立以来２回目となる会議を開催しました。 

石井市長出席のもと、会議では、流域治水に関する本市の取組（校庭貯留及び田んぼダム）の経過報告、

災害情報伝達訓練（６月開催）に関するアンケートの結果報告及び新たに開発した「避難所アプリ」の紹介

を行いました。 

また、オブザーバーである埼玉県からは、忍川改修事業に係る進捗状況及び今後のスケジュールの報告が

あり、同じく（独）水資源機構からは、武蔵水路における内水排除の実績や上記訓練の様子がそれぞれ示さ

れました。 

その後、委員からの質疑に市・県がそれぞれ応答し、各主体の取組について理解を深めました。 
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行田市の取組 

水資源機構の取組 

平常時

堤防から水が溢れなくても、河川へ排水する川や下水路の排水能力の不足が原因で、降った

雨が堤防に囲まれた堤内地に湛水し、家屋や作物等への被害が生じることを内水被害といい、

堤内地の湛水や堤内小河川の水を堤外地に排水することを内水排除という。

堤内の水は支川等から河川へ排水

洪水時

排水機場

洪水時（内水排除）

堤内地

堤外地

洪水時の周辺河川の水を取り込み、排水機場のポンプによ
り河川に排水(内水排除)し、周辺地域の内水被害を軽減する 2

◆武蔵水路 「内水排除」

◆内水排除とは

河川が増水し、支川からの水が河川に流入
できなくなり、支川周辺の水があふれて内水
被害が生じる

河川
道路

河川の溢水 市街地の浸水
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◆武蔵水路 「内水排除施設」

○ 内水排除
星川、野通川、忍川及び元荒川の流域から出水を取込、最大50㎥/sを

荒川に排水する。

武 蔵 水 路

糠
田
樋
管利根大堰

大
分
水
工

野通川流域
忍川流域利

根
川

荒

川
糠田排水機場

50㎥/s
25㎥/s

10㎥/s

15㎥/s 40㎥/s 50㎥/s

15㎥/s

P

10㎥/s

星
川
流
域

元
荒
川
流
域

水門 放流口
星川流域と野通川流域では
ピーク流量に達する時間差より、最大15㎥/sとなる

現場へ移動し、現地で手動操作

改築事業前

管理所操作室からの遠隔操作により、
内水排除操作が大幅に迅速化

改築事業後
○遠隔操作による迅速な操作
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◆内水排除操作時の連携構築
 荒川大規模出水により、所定水位へ到達した場合、水門等の閉操作や糠田排水機場のポンプ運
転中止により、忍川、元荒川は、武蔵水路へ排水できなくなるため、水害の発生懸念が大きくなる。

 内水排除中止時における関係者との情報共有体制の強化や、内水排除中止操作の理解を深める
ことを目的として、関係トップも含めた内水排除情報伝達訓練を実施

 訓練結果は、内水排除操作タイムライン案へ反映させ、関係機関で共有認識を図る。

 日時：令和4年6月21日(火)13:30～15:30

 参加機関 ※カッコ内は主な参加者
• 荒川上流河川事務所（事務所長）
• 埼玉県北本県土整備事務所（所長）
• 埼玉県行田県土整備事務所（所長）
• 行田市（市長）
• 鴻巣市（都市建設部長）

 訓練内容
• Ｒ１台風19号波形を基に、内水排除中止操作に
関する情報伝達（FAX、ホットライン）を実施

• 機構が進行役となり、Zoomを通じて荒川の水位
状況及び、必要な内水排除操作や情報伝達など
の情報を共有し、実践に近い形で訓練を実施

• ホットライン訓練は、行田市長をはじめ、各機関
トップが参加

訓練実施状況 FAXによる情報伝達訓練

Zoomを活用したホットライン訓練

武蔵水路内水排除情報伝達訓練

利根導水所長 北本県土所長

荒上事務所長
行田県土所長 鴻巣市都市建設部長

行田市長
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○降雨の概況
・令和３年の熊谷地点降雨は1,177㎜と少ない状況（平年値1,306㎜）
・出水期（6月～10月）には、30㎜／日以上の降雨が平均23日程度観測されるが、
令和3年は6日のみ。

・令和2年・3年と2年連続で影響が生じるような台風も無かった。

※武蔵水路内水排除については、年間3回を行っているが、
8月15日以降、まとまった降雨もなく実施はなかった。

◆武蔵水路 「令和３年の内水排除」
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※熊谷地点：気象庁観測地点

 

水資源機構の取組（つづき） 

埼玉県の取組 

 
 

 
 

 
 
 


